
男性職員の育休がとりやすくなりました！ 

実は、育児休業はママだけでなく 

パパもとることができます。 

赤ちゃんの頃からよちよちと歩き出すまで、目覚ましい成長をとげるこの

時期は、ママだけでなく、パパにとってもかけがえのない時間です。 

これまで育児休業なんて考えたこともなかったという男性職員の皆さん、

男性の育児休業がとりやすくなりました。 

生まれたての赤ちゃんとママと一緒に大切な時間をすごしてみませんか？ 

産後のママの大変な時期にパパもちょっぴりお手伝いができます。ママに

も赤ちゃんにもうれしい時間です。 
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